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指定訪問介護（訪問型サービス）重要事項説明書  

＜R7 年 6 月 1 日現在＞ 
 

１. 当社が提供するサービスについての相談窓口 

 ☆ サービス相談窓口 ☆ 

電話番号： 0241-21-1241 担当者：石山悠梨佳 阿部由加 

                    

受付時間： 9：00～17：00 (月～土曜日) 

※ ご不明な点は、何でもお尋ね下さい。 
 

２. ケア・サービス みらい 概要 

(１) 提供できるサービスの種類と地域 

名称・法人種別 
事  業  所  名 
代表者役職・氏名 

株式会社 ＳＥＩ 喜羅里 
ケア・サービス みらい 

      代表取締役 猪俣 由美 

所  在  地 喜多方市豊川町米室字二条川原 1878-6 

介護保険指定番号 
・その他のサービス 

居 宅 介 護 支 援： (福島県 0770800787) 
訪 問 介 護： (福島県 0770800795) 
通 所 介 護： (福島県 0770800779) 
通 所 介 護： (福島県 0770201341) 

サ ー ビ ス を 
提 供 す る 地 域 

  喜多方市 

営 業 所 数 居 宅 介 護 支 援 ： １ヶ所 
通 所 介 護 所 ： 2 ヶ所 

※ 上記地域以外の方でも、ご希望の方はご相談下さい。  

 
(２) 同事業所の職員体制 

職 種 資 格 常勤 非常勤 業務内容 計 

管 理 者 介護福祉士 1 名  
同事業所の 

管理全般 
1 名 

サ ー ビ ス 提 供 

責 任 者 
介護福祉士 

１名 

以上 
 

サービス提供に 

関する管理全般 

１名

以上 

訪 問 介 護 員 
介 護 福 祉 士 

ヘルパー２級 
1 名 

1 名以上  

2 名 

以上 
訪問介護 

2 名 

以上 

(３) サービスの提供時間帯 

365 日７時～２１時 (※時間帯により料金が異なります。) 
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３. サービス内容 

(１) 介護保険法の趣旨に従った地域包括支援センターまたは居宅介護支援専

門員の「介護予防サービス計画」又は「介護予防ケアマネジメント」に

沿って指定訪問介護等のサービスを行っていきます。 

 

(２) その他のサービス 

■ 介護相談等 

 

 

４. 利用料金 

(１) 利用料 

介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金

(料金表)の１割です。（一定以上の所得のある方は 2 割及び 3 割が利用

者負担となります。）但し、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用

は全額自己負担となります。 

 

【料金表 -基本料金-】 

区分 内容 
基本料金 

(月額) 

訪問型サービス(Ⅰ) 
事業対象者・要支援１・２ 

週１回程度の介護予防訪問介護が

必要とされる方 

1,176 単位

／月 

訪問型サービス(Ⅱ) 
事業対象者・要支援１・２ 

週２回程度の介護予防訪問介護が

必要とされる方 

2,349 単位

／月 

訪問型サービス(Ⅲ) 
要支援２ 

週２回を超える程度の介護予防訪

問介護が必要とされる方 

3,727 単位

／月 

 

 

【料金表 -加算・減算】  1 単位＝10 円 

要件を満たす場合、基本料金（所定単位数）に加算又は減算されます。  

算定項目 加算・減算内容 

訪問型サービス同一建物減算（同一

敷地内） 
所定単位数の 10％減/月 

訪問型サービス初回加算 200 単位加算/月 

訪問型サービス介護職員処遇改善

加算Ⅱ 
所定単位数の 22.4％加算/月 
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※上表の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利

用者様の居宅サービス計画（ケアプラン）に定められた目安の時間を基準としま

す。 

※やむを得ない事情で、かつ利用者様の同意を得て、２人で訪問した場合は、

２人分の料金となります。（同行訪問の場合は除く） 

※初回加算は新規の利用者様及び利用再開が最終利用より２ヶ月間経過されて

いる場合加算となります。 

 

(2)交通費 

無料です。 

(3)キャンセル料 

〔契約書別紙〕に準ずる。 
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５. サービスの利用方法 

(１) サービスの利用開始 

地域包括支援センターまたは指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員

にご相談下さい。訪問介護計画等作成と同時に契約を結び、サービスの

提供を開始します。 

 

(２) サービスの終了 

①  利用者様のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出下

さい。 

②  当社の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて

いただく場合がございます。 

その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知いたします。  

③  自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了いた

します。 

□利用者様が介護保険施設に入所した場合 

□介護保険給付でサービスを受けていた利用者様の要介護認定区分が、

非該当（自立）または要介護と認定された場合 

この場合、条件を変更して再度契約することになります。  

□利用者様がお亡くなりになった場合 

④  その他 

□以下のような場合には、利用者様は文書で解約を通知することによ

って即座にサービスを終了することができます。 

当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合 

守秘義務に反した場合 

利用者様やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った 

場合 

当社が破産した場合 

□ 以下のような場合には、文書で通知することにより、即座にサービ

スを終了させていただく場合があります。 

利用者様が、サービス利用料金の支払いを 3 ヶ月以上遅延し、料金

を支払うよう催告したにもかかわらず 7 日以内に支払わない場合 

利用者様やご家族などが、当社や当社のサービス従業者に対して、

本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合 
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６. 運営の方針 

(１) 事業所の訪問介護員等は、利用者等の特性を踏まえて、その有する能力

に応じ、自立した日常生活が営むことができるよう支援を行う。  

(２) 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービス

の提供に努めるものとする。 

(３) 事業の実施に当たっては、利用者の要支援状態の軽減又は悪化の防止に

資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。  

(４) 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険医療、福祉サービス

との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

(５) 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整

備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるも

のとする。 

7.衛生管理等 

    事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、

事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。 

２． 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次

の各号に掲げる措置を講じるものとする。 

(１) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）

をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従事

者に周知徹底を図る。 

(２) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 

(３) 事業所において、従事者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のため

の研修及び訓練を定期的に実施する。 

 

8.虐待防止に関する事項 

事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備

を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとす

る。 

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、

その結果について、従業者に周知徹底を図る。 

(２)虐待の防止のための指針を整備及び利用者、その家族からの苦情処理体

制の整備を行う。 

(３)虐待を防止するための定期的な研修を実施する。 

(4)前 3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。  

２． 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の

家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発

見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。  
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9．ハラスメントについて 

事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行わ

れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。  

1. ハラスメントは、介護サービスの提供を困難にし、関わった訪問介護員の

心身に悪影響を与えます。下記の様な行為があった場合、状況によっては重

要事項説明書に基づき介護サービスの提供を停止させて頂く場合があります。 

 

 

   

【ハラスメントの具体例】    ※喜多方市高齢者福祉ガイドより 

          

分類  内容    例    

身体的暴力 身体的な力を使って危害を及ぼす行

為 

ものを投げつける／つばを吐く／た

たく／つねる／手を払いのける／蹴

るなど 

精神的暴力 個人の尊厳や人格を言葉や態度によ

って傷つけたり、おとしめたりする

行為 

大声を出す／怒鳴る／特定の職員に

いやがらせをする／理不尽なサービ

スを要求する／威圧的な態度で文句

を言う／無視するなど 

セクシャル    

ハラスメント 

意に添わない性的誘いかけ、好意的

態度の要求等、性的いやがらせ行為 

必要もなく職員の体をさわる／抱き

しめる／わいせつな図画を見せる／

性的な話をするなど 

その他  悪質なクレームやストーカー行為な

ど 

特定の職員につきまとう／長時間の

電話／利用者や家族が事業所に対し

て理不尽な苦情を申し立てるなど 

※認知症等の病気または障害の症状から現れる暴言・暴力・拒絶等は「ハラスメント」では

ありません。 

          

♦サービス従事者に対して上記のような行為があればハラスメントに該当し、場合によって

は契約解除になることもありますのでご注意ください。 
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10.事故発生時の対応 

サービスの提供中に事故等があった場合は、下図に従い必要機関に速やかに

連絡し、必要な措置をとります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 利用者の家族等への連絡 

事故が発生した場合は、利用者に対し応急処置、医療機関への搬送等

の措置を講ずるとともに、速やかに家族等に事故の発生状況及び今後の

対応等について説明する。軽度の事故であっても、連絡をする。  

 

② 地域包括支援センターへの連絡 

事故により介護予防サービス支援計画に変更が生じる可能性も考え

られるので、担当の介護支援専門員に利用者の状況を連絡する。  

 

③ 居宅介護支援事業所への連絡(居宅サービスを利用している場合) 

事故により介護予防サービス支援計画に変更が生じる可能性も考え

られるので、担当の介護支援専門員に利用者の状況を連絡する。  

 

④ 事故発生の報告 

事故により利用者の要介護認定区分に影響する可能性がある場合は、

事故の概要を速やかに市町村(保険者)に報告する。なお、事故が食中毒

や伝染病等地域性を有する場合は、指定介護予防訪問介護事業所の所在

する市町村へも報告する。 

 

⑤ 損害賠償等の措置 

所定の手続きに従い利用者及び家族等と話し合い。必要な損害賠償等

を行う。 

なお、当事業に於いては、社会福祉施設総合保険に加入しており、事

故発生時には当該保険にて対応いたします。 

 

⑥ 処理結果及び再発防止策の報告 

④の事故発生の報告を行った場合は、処理結果、事故発生の原因及び

再発防止策を策定し、市町村(保険者)に報告する。 

④ 

③ 

⑥ 

 
市町村(保険者) 

②  
地域包括支援センター  

① 

⑤ 

 

及
び
家
族
等 

利

用

者 

(

施
設)

 

指
定
訪
問
介
護 

事

業

所 

 
居宅介護支援事業所  
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11.緊急時の対応 

サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせに

より、速やかに主治医等への連絡等の必要な措置を講じます。 

なお、主治医とは、利用者状況調書に記載された病院の医師のことを指

します。 

 

12.業務継続計画の策定等 

    事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開

を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

２． 事業所は、従事者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必

要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 

３． 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継

続計画の変更を行うものとする。 

 

 

13．提供するサービスの第三者評価の実施状況 

 実施なし 

14.サービス内容に関する苦情 

当社以外に、市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。  

 

 市 町 村 名： 喜多方市 

 

 担 当： 高齢福祉課 電話： ２４-５２３１ 

 

 相談・要望・苦情等の窓口 

訪問介護に関する相談・要望・苦情等は 

サービス提供責任者または、下記窓口までお申し出下さい  

 ☆ サービス相談窓口 ☆ 

電話番号： 0241-21-1241 担当者：石山悠梨佳 阿部由加 

                    

受付時間： 9:00～17:00 (月～土曜日) 

 

 その他
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 重 要 事 項 説 明 確 認 書  

 

 

利用者(氏名)    及びその家族は、介護予防
訪問介護サービス又は、喜多方市介護予防、日常生活支援総合事
業による訪問型サービスを受けるにあたり、指定介護予防訪問介
護事業者より重要事項説明書に記載された内容の説明を受け了承
いたしました。 
 

 

      年  月  日  

 

 

 

【事業者】  福島県№ 0770800795 

<事業者名> ケア･サービス みらい 

<住 所> (〒966-0914) 

 福島県喜多方市豊川町米室字二条川原 1878-6 

<代表者名> 猪 俣 由 美 印 

 

<説明者名>  印 

 

【利用者】 

<住所> 〒    

   

 
 

<氏名>   印 

 

【代理人】 

<住所> 〒  -     

   

 

<氏名>   印 

 


